
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

市
町
村
支
援
課)

一

公
安
委
員
会

○
福
岡
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

警
察
本
部
総
務
課)

一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
五
月
九
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及

び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程

(

平
成
七
年
二
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
号
様
式
の
備
考
１
及
び
第
４
号
様
式
の
備
考
１
中

｢
(

地
方
課
調
整
係)

｣

を

｢(

市
町
村
支

援
課)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

福
岡
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
九
日

福
岡
県
公
安
委
員
会

福
岡
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
福
岡
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
号
中

｢

法
令｣

の
下
に

｢
(

条
例
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
三

号
中

｢

、
警
察
部
内｣

を

｢

警
察
部
内｣

に
改
め
、

｢

事
項｣

の
下
に

｢

又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
き

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務
の
う
ち
処
分
基
準
及
び
手
続
に
関
す
る
事
項｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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